
（概要）

○ 熊本県消防力強化推進計画（以下「県計画」という。）では、

人口減少の中、大規模災害や高齢化による救急需要の増加等の社

会環境変化に的確に対応する消防力を維持・確保するため、本県

の「消防力強化」に必要な取組みとして「消防広域化の推進」及

び「消防の連携・協力の推進」を、期限を設けず定めている。

〇 消防広域化は、スケールメリットが最大となる「県一体制（県

下12消防本部を一つに統合）」、消防の連携・協力は、運営面や

財政面でより高い効果が見込まれる「全県一区での消防指令の共

同運用」を目指すこと等を定めている。

○ 令和４年１０月に県計画を改定し、消防の広域化及び連携・協

力について、県一体制（全県一区）以外での機運が高まった場合

は、該当市町村を「広域化（連携・協力）対象市町村」、広域化

について組合せや方針が具体化した段階で「広域化重点地域」と

してそれぞれ指定することとした。

（取組状況）

○ 県一体制による消防広域化の実現には時間を要するため、まず

は、消防指令の共同運用の検討を進めている。

※市町村、消防本部の担当課長による検討会で、効果や課題等を検討

○ 加えて、令和４年１０月に「消防広域化重点地域」等に指定し

た人吉球磨地域における消防広域化の協議を支援している。

【人吉球磨地域における消防の連携・協力】

・令和７年４月、人吉球磨消防指令センターの運用開始

１ 熊本県消防力強化推進計画（R1(2019).9策定）の概要等

〇 令和６年１２月、消防指令業務の共同運用に関する基本的事項につ

いて、有明広域行政事務組合、山鹿市が合意。

〇 令和７年４月、有明広域行政事務組合・山鹿市消防指令事務協議会

設置。

○ 上記２のとおり、有明広域行政事務組合、山鹿市において、消防指

令業務の共同運用に関する協議会が設置され検討が進められているこ

とから、県では、令和７年５月に県計画を改定し、該当７市町を「連

携・協力対象市町村」として指定。

○ 両団体の消防指令の共同運用の実現に向けて、引き続き支援を行う。

（参考）県計画改定内容

消防指令の共同運用に係る連携・協力対象市町村に、有明・山鹿地域の７市町を

追加する。

消防力強化の取組みについて
～熊本県消防力強化推進計画の改定（連携・協力対象市町村の指定）～

総務常任委員会報告資料①
令和７年６月議会 消防保安課

２ 有明・山鹿地域における消防指令業務の共同運用に向けた動き

３ 県計画の改定



２．消防の連携・協力の推進

（３）連携・協力対象市町村の指定

ア．消防指令の共同運用

全県一区での消防指令の共同運用を目指すこととし、県内全ての市

町村（全ての消防本部）を対象とします。

なお、全県一区以外での消防指令の共同運用の機運が高まった場合

は、当該市町村（該当する消防本部）を連携・協力対象市町村の組合

せとして指定し、取組みを進めます。

第四章 消防力強化の取組み

１．消防の広域化の推進

（２）広域化対象市町村の組合せ

本県では、県一体制を目指すべき消防体制とすることから、県内全

ての市町村（全ての消防本部）を、広域化対象市町村として指定し、

全県一区の組合せによる広域化を目指します。

なお、県一体制以外での広域化の機運が高まった場合は、当該市町

村（該当する消防本部）を広域化対象市町村の組合せとして指定し、

取組みを進めます。

（３）広域化重点地域の指定

県一体制を目指す中で、その過渡的な体制として、市町村等の自主

的な取組みにより県一体制以外での広域化の機運が高まった場合は、

組合せや方針が具体化した段階で広域化重点地域として指定すること

とします。

＜参考＞県計画（関係部分抜粋）


